別紙様式１－２（第３関係）

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　w-SDS管理者 → 総括安全衛生管理者 → w-SDS管理者
	総括安全衛生管理者

受理年月日
	総括安全衛生管理者

承認年月日

	・　・
	・　・


　　　　　　　　　　　　　　タイトル　　アーク溶接機　の　ｗ－SDＳ

　　　　　　　　　新規作成・改訂・廃止年月日　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　ｗ－ＳＤＳ管理者氏名（所属・職）　　　　　　　　　　　（　　　・　　　）

　　　　　　　　　研究室名（棟・室名）　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　・　　　）

【個別事項】
	階層別の管理責任
	区　分
	根　拠
	項　　目
	適用確認

	学　　　長

総括安全衛生管理者
	系　　　長
(安全衛生管理者)
	機器等管理者 (教職員)
	機器等使用者 (学生等)
	
	
	
	

	Ｃ：研究室、実験、作業等の個別にかかる規定

	○
	○
	○
	○
	教育
	安衛法59

安衛則36
	アーク溶接の特別教育を受講しなければ作業できない
	

	○
	○
	○
	○
	点検・検査
	安衛法38，45
	設置時の検査、点検
定期検査、定期自主点検、始業前点検、点検記録等
	

	○
	○
	○
	○
	点検
	安衛則352
	使用前点検（異常あるときは補修・交換する）

・溶接棒等のホルダー

①絶縁保護部分の損傷の有無

②ホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則279
	危険物等がある場所での火気等の使用禁止
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則285
	発火・爆発等の危険がある油類等の配管又は容器の溶接・溶断する際の危険防止措置
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則331
	溶接棒等のホルダーは絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用すること
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則332
	接触による感電防止のため、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用する
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則333
	漏電による感電防止のため、感電防止用漏電遮断装置を使用する
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則335
	感電・誤操作による危険防止のため電気機械器具の操作部分は必要な照度を保持する
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則543
	機械間等の通路は幅80ｃｍ以上とする
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則544
	作業場の床面はつまづき、すべり等の危険がないこと
	

	○
	○
	○
	○
	保護具
	安衛則558
	安全靴等作業に適した履き物を使用すること
	

	○
	○
	○
	○
	保護具
	安衛則593，595，596
	同時に作業する人数分の保護メガネ、防じんマスク、耳栓等を備え付け、有効かつ清潔に保持する
	

	○
	○
	○
	○
	健康診断
	安衛法66
安衛則45
	危険有害業務・作業等の健康診断
（紫外線・粉末飛散（金属ヒューム））
	


備考　本様式は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく区分により法令根拠等を示したものである。実際にｗ－ＳＤＳを作成する場合は、ｗ－ＳＤＳ実施例を参考に各機器等ごとに適用される法令根拠等を確認の上、作成すること。
【作業手順と予測される災害事象】

	No.
	作業手順
	予測される災害事象

	
	電源OFFを確認し、作業開始前の点検
	

	
	溶接する材料を準備する
	

	
	保護具を着ける
	

	
	電源ＯＮ
	

	
	自動電撃防止装置の点検
	

	
	電溶棒の太さに応じた電流調整
	

	
	アークテスト（スパークの向き、強さ）を行い、電流を再調整
	

	
	溶接、溶断
	１．スパッタが身体に当たる
２．周辺の可燃物に引火し、身体に燃え移る

	
	電源ＯＦＦ
	


備考　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。

【評価基準】

	(1)怪我の可能性
	
	(2)怪我の程度
	
	(3)危険に近づく頻度
	
	リスクポイント
	リスクレベル

	確実である
	6
	
	死亡・就業不能
	10
	
	　頻繁
	4
	
	14～20
	V

	可能性が高い
	4
	
	休業災害
	6
	
	　時々
	2
	
	12～13
	IV

	可能性がある
	2
	
	不休業災害
	3
	
	めったに無い
	1
	
	9～11
	III

	可能性はない
	1
	
	微傷災害
	1
	
	
	
	
	6～8
	II

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5以下
	I


【リスクの見積り】

	No.
	予測される事象
	怪我の
分類
	(1)怪我の可能性
	(2)怪我の程度
	(3)危険に近づく頻度
	リスク
ポイント
	リスク
レベル
	優先
順位

	１
	スパッタが身体に当たる
	火傷
	４
	１
	４
	９
	III
	２

	２
	周辺の可燃物に引火し、身体に燃え移る
	火傷
	２
	６
	２
	１０
	III
	１


備考　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
【妥当性の確認】

	No.
	予測される事象
	対策
	(1) 怪我の可能性
	(2)怪我の程度
	(3)危険に近づく頻度
	リスク
ポイント
	リスク
レベル
	妥当性

	１
	スパッタが身体に当たる
	防護具を確実に着ける
	２
	１
	２
	５
	I
	妥当
（条件付き）

	２
	周辺の可燃物に引火し、身体に燃え移る
	周囲に可燃物等を置かない
	１
	６
	１
	８
	II
	妥当
（条件付き）


備考

１　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。

２　優先順位の高いものから実施すること。
３　妥当性を確認する際、その対策を人間に委ねる場合（例として、「作業する際は防護服を着用する」といった対策をとった場合、作業服を着用するかどうかはその人間の意思又は過失等によって変わってくる。）は、妥当性の欄に条件付きであることを明示すること。
条件１：防護具（長袖・長ズボンの作業着、保護眼鏡、前掛け、皮手袋、安全靴等）を着用する。
条件２：周囲に可燃物、爆発性、引火性のあるガス、液体を置かない。また、有機溶剤等を扱っているそばで溶接等作業を行わない。

【アーク溶接の安全と保護具】

　アーク溶接は強烈な紫外線を発生する。その強さは、アークから50cm離れた皮膚に数秒間アーク光を曝しただけで炎症を起こすほどであり、日光の比ではない。長時間アーク光に曝した場合、火傷、水ぶくれ、シミなどの症状が発生する。何度も至近距離で強烈なアーク光に皮膚を曝すと最悪皮膚癌に至る場合もある。通常、溶接の光では日焼けと同じような炎症を起こし皮が剥けるものの、小麦色の肌にはならない（しかしシミはできる）。裸眼でアーク光を見た場合、電光性眼炎(電眼炎)という目の炎症を起こす。何度も電光性眼炎になると視力の低下や最悪の場合失明に至る。

　また金属ヒュームという酸化鉄からなる煙を発生し、大量に吸った場合、金属ヒューム熱やじん肺などの深刻な病気の原因となる。ヒュームには一酸化炭素やオゾンも混ざっており、換気には十分注意しなければならない。
　強力な紫外線を避けるため、アーク溶接作業には長袖、長ズボンの作業服、溶接面、皮手袋が必須である。さらに、ヒューム吸引を避けるために防塵マスクが必須である。また必要に応じて安全靴、スパッツ(足カバー)、厚手の耐熱エプロン、ヘルメット、ゴーグルなどを着用しなければならない。さらに場合によってはワセリンや熱焼け防止クリームなどの表皮保護剤（ゲル状クリーム状の物が望ましい）を顔面や頸胸部周囲などに事前に塗布しておく事が望ましい。また、溶接作業者の更衣室、休憩室などには衣服に付いた粉塵を吸い取る装置や、空気清浄器などを設置することが望ましい。

－1－


